
５　総務部事業

　 下記の事業を中止する。

事　業　名 主　な　事　業　内　容

子どものため
のカルチャー
スクール事業

　小学生を対象に文化体験の機会を提供することにより、次代を担う子ど
もたちに芸術文化の興味を醸成し、豊かな人間性を育むとともに、本県芸
術文化の振興に資する。


